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１ 改正に至る背景 
〇 後期高齢者医療制度の保険料率は、「高齢者の医療の確保に関する法律第１０４条第３項」

の規定により、おおむね２年を通じ財政の均衡を保つことができるよう算定し、後期高齢者医

療広域連合の条例で定めることとされている。 

 

〇 青森県後期高齢者医療広域連合においては、子育てを社会全体で支援する観点から、出産育

児一時金に係る支援として、国の積算方法による額を費用として計上し、一方で、剰余金を活

用することで可能な限り被保険者の負担の抑制を図り、保険料率の算定を行い、改正を行うこ

ととした。 

  保険料の賦課限度額及び軽減判定所得については、それぞれ国が政令（令和６年１月１７日

公布）で定める額と同額とした。 

 

〇 令和６年２月１６日に開催された令和６年第１回青森県後期高齢者医療広域連合議会定例

会において、令和６年度及び令和７年度の後期高齢者医療保険料の保険料率、賦課限度額、軽

減判定所得の改正に係る「青森県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部

を改正する条例」が可決した。 

 
２ 改正内容 

（１）保険料率（所得割率及び被保険者均等割額） 

   令和４年度及び令和５年度「所得割率８.８０％ 均等割額４４，４００円」を、 

   令和６年度及び令和７年度「所得割率９.９０％ 均等割額４６，８００円」とする。 

 

 

 

 

                  ＋              ＝  年間保険料 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）保険料の賦課限度額 

   規定されている賦課限度額を「６６万円」から「８０万円」とする。 

 

   ただし、令和６年度においては、  

    昭和２４年３月３１日以前に生まれた被保険者の賦課限度額を「７３万円」とする。 

 

 

令和６年度及び令和７年度の青森県後期高齢者医療保険料率等について 

所得割額 

（前年中の所得－４３万円） 

 ×９．９０％（所得割率） 

 

※【令和６年度のみ】 

令和５年の基礎控除後の総所得金

額等が５８万円を超えない場合 

（令和５年中の所得―４３万円） 

 ×９．２０％（所得割率） 

均等割額 

（加入者全員が負担）  

４６，８００円 

（100円未満切り捨て） 
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（３）所得の少ない被保険者に対して課する当該保険料の算定に係る基準の見直し 

   均等割額における５割軽減の対象世帯に係る所得判定基準について、被保険者数に乗 

  ずる金額を「２９万円」から「２９万５千円」にする。 

 

   均等割額における２割軽減の対象世帯に係る所得判定基準について、被保険者数に乗 

  ずる金額を「５３万５千円」から「５４万５千円」にする。 

 

 現 行 改正後 

５割軽減 

４３万円＋（２９万円×被保険者数）＋

１０万円×（年金・給与所得者数等の数

－１）以下 

４３万円＋（２９万５千円×被保険者

数）＋１０万円×（年金・給与所得者数

等の数－１）以下 

２割軽減 

４３万円＋（５３万５千円×被保険者

数）＋１０万円×（年金・給与所得者数

等の数－１）以下 

４３万円＋（５４万５千円×被保険者

数）＋１０万円×（年金・給与所得者数

等の数－１）以下 

 
３ 周知 

・ 市ホームページ（令和６年４月１日公開済） 

・ 広報あおもり（令和６年７月号掲載予定） 

・ 後期高齢者医療保険料についてのお知らせ（令和６年７月１１日発送の納入通知書等に同封 

予定） 

  ※青森県後期高齢者医療広域連合においては、広域連合ホームページ、新聞広告（東奥日報・ 

デーリー東北・陸奥新報）での周知を予定している。 

 
４ 施行期日 
   令和６年４月１日 


